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届出 届出
届出（景観条例の
特定地区の場合）

届出

屋外広告物条例 景観条例 緑の育成条例
都市計画法
施行条例

土地利用
基本条例・調整条例

農振法

都市計画
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景観計画 緑の基本計画

市
民
農
園

住民等による提案 住民等による提案住民等による提案住民等による提案

地区計画等の手続

都市計画の手続

協議及び同意

都市計画審議会 土地利用計画審議会

景観重要建造物等
及び景観資産

ふるさと風景地域
景観育成推進地区
伝統文化的景観地域

緑地保全配慮地区等
管理協定

緑化推進重点地区等

市民緑地

緑の育成協議会

表示禁止物件及び
禁止屋外広告物

禁止地域、許可地域
及び特別規制地域

屋外広告物条例

住民等による提案

準景観地区の提案

サーチライト禁止

説明会の開催

農用地等保全協定 違反広告物の処分

農
用
地
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通
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土地利用基本条例の基本理念・基本原則

土　地　利　用　制　度　の　関　連　図

特定開発事業等
の基準

同意の申請

説明会の開催

景観育成基準

説明会の開催

農振計画 森林計画

説明会の開催 説明会の開催

開発許可の基準
特定開発事業等

の手続

森林法


